
 

 

「鶴田ダムとともに水害に強い地域づくりを考える意見交換会」規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、鶴田ダムとともに水害に強い地域づくりを考える意見交換会（以

下「意見交換会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 意見交換会は、川内川の出水に対する鶴田ダムの洪水調節効果や激特事業

効果、更なる地域の防災力の向上や河川の協働管理等について、様々な視点

から意見交換することを目的とする。 

 

（構成) 

第３条 意見交換会は、別表に掲げる者（以下「委員」という。）によって構成す

るものとし、川内川河川事務所長若しくは鶴田ダム管理所長が委嘱し、非常

勤とする。 

  ２ 委員長は、必要に応じて、委員を増員及び専門家等の招集を行うことがで

きる。 

 

（意見交換会） 

第４条 意見交換会には、委員長を置く。 

  ２ 委員長は、意見交換会を代表し、会務を総括する。 

  ３ 委員長は、委員の互選によってこれを定める。 

  ４ 委員長が意見交換会に出席できない場合は、委員長があらかじめ指名する

委員がその職務を代理する。 

  ５ 意見交換会は、委員長が招集する。 

 

（事務局） 

第５条 意見交換会の事務を行うため、事務局を国土交通省九州地方整備局川内

川河川事務所及び鶴田ダム管理所に置く。 

 

（雑則） 

第６条 この規約に定めるもののほか、意見交換会の運営に必要な事項は、委員

長が意見交換会に諮って定める。 

 

（付則） 

    この規約は、平成２７年２月１８日から施行する。 

 



 

 

（ 別  表 ） 
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　　委　員　　 安達
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鹿児島大学大学院理工学研究科　教授

○委　員　　 小松
こ ま つ

　　 利光
と し み つ

 九州大学大学院工学研究院　特命教授
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 鹿児島工業高等専門学校　名誉教授
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鹿児島大学名誉教授

委　員　　 大野
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　　 弘人
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南日本新聞 論説委員会副委員長

　　委　員　　 島田
し ま だ

　　公史
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鹿児島県　北薩地域振興局建設部　河川港湾課長
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薩摩川内市　総務部防災安全課長
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　　吉郎
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さつま町　危機管理監総務課長
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お か も と

　　正美
ま さ み

国土交通省　鶴田ダム管理所長

委　員　　 加治
か じ

　　賢祐
け ん ゆ う

国土交通省　川内川河川事務所長

委　員　　 山下
や ま し た

　　裕
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国土交通省　川内川河川事務所　川内出張所長

委　員　　 衛藤
え と う

　　正裕
ま さ ひ ろ

国土交通省　川内川河川事務所　宮之城出張所長

　○ 委員長 順不同・敬称略

（事務局）

　国土交通省九州地方整備局　鶴田ダム管理所　管理係長　谷口　正浩

　国土交通省九州地方整備局　川内川河川事務所　調査課長　安部　剛

（司会進行）
　国土交通省九州地方整備局　川内川河川事務所　技術副所長　中村　星剛
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